
�����������������������
����������������������

号

外�十二
令

和

三

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

労
働
雇
用
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

○
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
域
福
祉
課)

三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

四

規

則

岐
阜
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
七
十
五
号

岐
阜
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

｢公
共
職
業
安
定
所
長

印□
｣

を

｢公
共
職
業
安
定
所
長
｣

に
、

｢

｢※
印
欄
は
｣

を｢※
印
欄
は
､
｣

に
、

｣

｢を

に
、｢事

業
所
(者
)
名

代
表
者
氏
名�

｣
｣

を｢事
業
所
(者
)
名

代
表
者
氏
名

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中｢公

共
職
業
安
定
所
長

印□
｣

を｢公
共
職
業
安
定
所
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢

(取
消
)
｣

を｢
(取
消
し
)
｣

に
改
め
、｢

印□
｣

を
削
り
、｢取

消
を
｣

を

｢取
消
し
を
｣

に
、｢取

消
の
｣

を｢取
消
し
の
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中｢

印□
｣

を
削
り
、｢取

消
し
年
月
日
｣

を｢取
消
年
月
日
｣

に
改
め
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
四
月
一
日 �����������������������

����������������������
�����������������������
������
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別
記
第
四
号
様
式
中

｢
｢を

に
、

｣
｣

｢
事
業
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

を

事
業
主
又
は
代
表
者
氏
名�

｣

｢
事
業
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
主
又
は
代
表
者
氏
名

｣

に
、

｢公
共
職
業
安
定
所
長

印□
｣

を｢公
共
職
業
安
定
所
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

｢
｢を

に

｣
｣

改
め
、｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
の
二
中

｢
｢を

に
｣

｣

改
め
、｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中

｢
｢を

に

改
め
、｢�

｣

及
び｢

印□
｣

を
削
り
、｢記

入
し
な
い
で
下
さ
い
｣

を｢､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
二
中

｢
｢を

に

｣
｣

改
め
、｢�

｣

及
び｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中

｢
｢を

に

｣
｣

改
め
、｢�

｣

及
び｢

印□
｣

を
削
り
、｢記

入
し
な
い
で
下
さ
い
｣

を｢､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
二
中

｢
｢を

に

｣
｣

改
め
、｢�

｣

及
び｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中

｢
｢を

に

｣
｣

改
め
、｢�

｣
及
び｢

印□
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年４月１日 ( )２

｣



岐
阜
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
七
十
六
号

岐
阜
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
訓
練
手
当
支
給
規
則(
昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢(

県
外
の
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練
等
を
受
け
て
い
る
者

に
つ
い
て
は
別
記
第
二
号
様
式)

及
び
別
記
第
三
号
様
式｣

を｢

及
び
別
記
第
二
号
様
式｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中｢

前
項
の｣

を
削
り
、｢

有
す
る
も
の｣
を｢

有
す
る｣

に
、｢

別
記
第
四
号
様
式｣

を

｢

別
記
第
三
号
様
式｣

に
、｢

有
し
な
い
も
の｣

を｢

有
し
な
い｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

別
記

第
五
号
様
式｣

を｢

別
記
第
四
号
様
式｣

に
改
め
、｢

前
項
の｣
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中｢

届
出
が｣

を｢

届
出
書
の
提
出
が｣

に
、｢

か
か
る｣

を｢

係
る｣

に
、｢

う
え｣
を｢

上｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中｢

別
記
第
六
号
様
式(

県
外
の
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練
等
を
受
け

て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
別
記
第
七
号
様
式
、
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る

者
に
あ
つ
て
は
別
記
第
八
号
様
式)｣

を｢

別
記
第
五
号
様
式｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢訓

練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書
｣

を｢訓
練
手
当
受
給
資
格
認
定
申
請
書

(そ
の
１
)
｣

に
改
め
、 ｢明大昭

｣

を
削
り
、｢年

令
｣

を｢年
齢
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式

注
意
第
三
号
中｢記

入
し
な
い
で
下
さ
い
｣

を｢､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢下

さ
い
｣

を｢く
だ
さ
い
｣

に
、｢※

印
欄
に
は
｣

を｢※
印
欄
に
は
､
｣

に
改
め
、｢�
｣

を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
第
二
号
様
式
と
し
、
別
記
第
四
号
様
式
を
別
記
第
三
号
様

式
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
第
四
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
意
第
二
号
中｢①

欄
｣

を｢､
①
欄
｣

に
改
め
、

同
様
式
を
別
記
第
五
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
及
び
別
記
第
八
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
七
十
七
号

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢交

付
吏
員
印
｣

を｢交
付
職
員
印
｣

に
、｢受

領
印
｣

を｢記
名
欄
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中｢交

付
吏
員
印
｣

を｢交
付
職
員
印
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢の

添
付
は
｣

を｢ま
で
の
添
付
は
､
｣

に
、｢借

地
等
｣

を｢､
借
地
等
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中｢廃

止
｣

を｢廃
止
を
｣

に
、｢お

た
ず

ね
｣

を｢お
尋
ね
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中｢増

加
｣

を｢増
加
し
､
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
及
び
別
記
第
十
六
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
別
紙
中｢�

｣

を
削
り
、｢下

さ
い
｣

を｢く
だ
さ
い
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中｢受

領
印
｣

を｢記
名
欄
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
り
、｢管

理
規
定
｣

を｢管
理
規
程
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢

印□
｣

を
削
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



別
記
第
三
十
三
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
り
、｢報

告
し
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
二
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
第
六
号
中｢同

項
｣

を｢､
同

項
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領
第
十
号
中｢し

､
代
表
者
印
を
押
印
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
三
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
第
六
号
中｢し

､
代
表
者
印
を

押
印
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
四
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
第
六
号
中｢し

､
代
表
者
印
を

押
印
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
五
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
第
六
号
中｢し

､
代
表
者
印
を

押
印
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
六
様
式
中｢�

｣
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
第
六
号
中｢し

､
代
表
者
印
を

押
印
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
七
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
第
六
号
中｢し

､
代
表
者
印
を

押
印
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
八
様
式
、
別
記
第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
及
び
別
記
第
三
十
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
七
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
八
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
四
十
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
四
十
二
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
改
正
前
の
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
申

請
書
、
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
申
請

書
、
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

を｢

秘
書
広
報
統
括
監｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中｢

公
印｣

を｢

、
公
印｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

第
七
条
第
一
項
第
四

号｣

を｢

第
七
条
第
四
号｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

軽
易
な｣

を｢

回
答
、
通
知(

事
実
を
通
知

す
る
も
の
に
限
る
。)

そ
の
他
軽
易
な｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

所
定
の
様
式(

県
の
機
関
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

に
よ
る
一
般
文
書
で
あ
つ
て
、
押
印
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の

第
二
十
八
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
押
印
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
文
書
以

外
の
一
般
文
書
で
あ
つ
て
、
当
該
一
般
文
書
が
真
正
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
名
宛
人
そ
の
他
の

関
係
者
が
そ
の
文
面
、
施
行
の
状
況
等
に
よ
り
疑
い
が
な
い
と
確
認
で
き
る
も
の

第
二
十
八
条
第
二
項
中｢

及
び
第
四
号
の｣

を｢

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る｣

に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中｢

公
印｣

を｢

、
公
印｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

軽
易
な｣

を｢

回
答
、

通
知(
事
実
を
通
知
す
る
も
の
に
限
る
。)

そ
の
他
軽
易
な｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

所
定
の
様
式(

県
の
機
関
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。)

に
よ
る
一
般
文
書
で
あ
つ
て
、
押
印
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の

第
六
十
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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訓

令

甲



五

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
押
印
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
文
書
以

外
の
一
般
文
書
で
あ
つ
て
、
当
該
一
般
文
書
が
真
正
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
名
宛
人
そ
の
他
の

関
係
者
が
そ
の
文
面
、
施
行
の
状
況
等
に
よ
り
疑
い
が
な
い
と
確
認
で
き
る
も
の

第
六
十
条
第
二
項
中｢

及
び
第
三
号
の｣

を｢

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る｣

に
改
め
る
。

｢

別
表
第
一
中

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
関

｣

ケ
原
古
戦
場
整
備
推
進
課
の
項
及
び
海
外
戦
略
推
進
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和３年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

観
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光
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活
用
課
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報
シ
ス
テ
ム
課

デ
ジ
タ
ル
戦
略
推
進
課

情
報
企
画
課

情
シ
デ
推

観
誘
観
資 情

企
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発
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